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平成 29 年３月 27 日 

各      位 

 

会 社 名 株 式 会 社 フ ジ オ フ ー ド シ ス テ ム 

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長  藤 尾 政 弘 

 （ＪＡＳＤＡＱ コード番号 2752） 

問合せ先 取締役経営管理本部長 九鬼祐一郎 

ＴＥＬ 06-6360-0304 

 

 

ベトナムのMesa Asia Pacific Trading Services Company Ltd.との 

マスターフランチャイズ契約締結に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成 29年３月 17日の取締役会において、当社の子会社であるFUJIO FOOD SYSTEM 

SINGAPORE PTE. LTD(以下、FFS シンガポール社)と、Mesa Asia Pacific Trading 

Services Company Ltd.（以下、MESA）との間で、ベトナムにおいて「串家物語」、「つるま

る」、「えびのや」を始めとした当社ブランドを展開するために、マスターフランチャイズ契約を

締結することを決議し、平成 29年３月 27日をもって契約締結を完了いたしましたので、お知ら

せいたします。 

 

記 

 

1.マスターフランチャイズ契約締結の目的 

 当社は、ベトナムにおいて「串家物語」「つるまる」「えびのや」を始めとした当社ブランドを

展開するために、MESAとの間で、マスターフランチャイズ契約を締結致しました。 

MESA はベトナムのホーチミンとハノイを中心に 20 年以上の流通業の実績があり、クライエ

ントには、P&G、ネスレー、Obagiを含む大手企業のシェアを獲得しております。また、近年で

は海外外食 FC事業も開始し、MKレストラン、Carl’s Jr. 、テキサスチキン、大戸屋をベトナム

国内に展開しております。現地市場における信頼と海外外食ブランドの開発に関する豊富なノウ

ハウを保有し、当社のブランドをベトナムで展開するにあたり最適なパートナーであると判断し

ました。 

今後、当社はMESAとのパートナーシップのもと、ベトナム全土において「串家物語」を始め

とした当社ブランドの本格展開を進めてまいります。 

 

2.マスターフランチャイズ契約の内容 

 今回締結したマスターフランチャイズ契約では、当社の有する「串家物語」「つるまる」「えび

のや」ブランドの商標及びノウハウのベトナムにおける独占的使用権と店舗展開権をMESAが有

しております。また、MESAがサブフランチャイザーを募集できるマスターフランチャイズ権も

今後検討してまいります。 
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3.マスターフランチャイズ契約の相手先の概要 

 

（1）商号 Mesa Asia Pacific Trading Services Company Ltd. 

（2）所在地 20 Bui Thi Xuan Street, Hai ba Trung District, Hanoi, Vietnam 

（3）代表者 President: Ms. Luu Thi Tuyet Mai 

（4）設立年月日 1991年 

（5）事業内容 流通業、外食 FC事業の経営 

（6）当社および当社

子会社との関係 
当社および当社子会社と当該会社との間には、記載すべき資本関係、

人的関係、取引関係および関連当事者への該当状況はありません。 

 

 

4．今後の日程 

平成 29年３月 17日  取締役会決議 

平成 29年３月 27日 マスターフランチャイズ契約締結完了 

平成 29年７月頃   １号店開店予定 

 

5．今後の見通し 

ベトナムにおいて、当該パートナーシップを通じて、主要都市を中心に「串家物語」、「つるま

る」、「えびのや」の出店を進めてまいります。 

またこれらに続き、ベトナム国内における、当社の保有する他のブランドの展開も検討してま

いります。第１号店の出店は、平成 29年７月頃を予定しており、現時点における当社の業績に与

える影響は、軽微であると考えております。 

 

 

 

以上 


